
新型コロナウイルス関連情報（６月７日） 

 

【州政府等による措置等のポイント】  

（注）各州政府の措置等についても，できる限り正確な情報を記載するよう努めております

が，ご自身に関係する事項については，米側当局が提供する情報に依拠してください。 

 

◎（NY州）クオモ知事のメッセージ（６月７日） 

- 教科書では政治家がリードして人々が追従するといわれているが，それは逆である。NY

はこれまで州民のリードにより同性婚の合法化や大学の無償などの改革を実現してきた。 

- ジョージ・フロイド氏の死により浮かび上がったものは，不公平と不公正の問題である。

今後，連邦政府は，教育の平等，子供の貧困，住宅問題といった人種間の不公平を生み出し

ている根本的な要因を解決していく必要がある。 

- 再開は事実とデータに基づいて実施する。昨６月６日の新型コロナウイルスによる死者

は４５人となった。また，昨日１日で 6万４３５件の検査を実施した結果，陽性と判明した

のは７８１件であった。陽性率は約１％であり，３月１６日以来の水準となっている。この

ように私たちは感染を改善してきた。 

- この事実に基づき，再開を進めていく。ハドソンバレーは６月９日（火）に，ロングアイ

ランドは６月１０日（水）にそれぞれ第２段階へと移行する。 

- また，改善が続くことを前提に，６月２６日から他者と一定の距離を取ることを条件とし

て１５０名までの規模の卒業式の実施を許可する。 

- NY市もすべての指標をクリアして，明６月８日から再開の第 1段階へ移行する。NY市が

感染の中心地であったことを踏まえて，新たに検査に焦点を当てた戦略を策定する。具体的

には，市内２２５か所以上の検査場で３万５千件/日の検査を実施する。また，NY 市では，

多数の市民が抗議活動に参加した。もちろん，抗議活動の意義には賛成するが，抗議活動に

参加した結果，新型コロナウイルスに感染している可能性があるので検査を受けてほしい。

市内１５の検査場を抗議活動の参加者に対して優先的に開放する。 

（注）州内で受けられる検査に関する情報は以下のサイトでご確認になれます。 

https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you 

- NYの人々はこれまで賢明に行動し感染を抑制してきたが，再開した後も事実に基づき賢

明に行動しなければならない。他の州（アリゾナ，サウスカロライナ等）において再開後に

感染者数が拡大していることもまた事実である。引き続き自律した行動の継続が重要とな

るが，これまでの改善を成し遂げてきた NYの人々なら可能である。NYの人々はこれまでの

成果を誇りに思うべきである。 

 

◎（NY市）デブラシオ市長のメッセージ（６月７日） 

- 昨日の抗議活動は平和裡に行われ深刻な被害は出なかった。この状況を踏まえ，明６月８

https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you


日まで予定していた外出禁止令を現時点で解除する。 

- 明 6 月 8 日から経済活動を再開する。再開に当たって今まで発表してきた陽性率等の３

指標は順調に低下し，市の基準をクリアした。 

- 今次の抗議活動で警察官の行動が問題となったことを残念に思う。３万６千人の警官の

内，圧倒的大多数は真摯に業務を遂行しているが，数例の問題が見受けられた。これは看過

できず，市警察は説明責任を果たす必要がある。特に，問題を起こした警察官に対しては停

職などの懲戒処分を科した。 

- 今回の問題を踏まえて，今後，警察に関する４つの改革を実施する。(1)治安を維持しつ

つ，警察の財源を若者へのサービスやソーシャルサービスへ回す，(2)警察の懲戒記録につ

いて透明性を確保する，(3)路上のベンダーに対する取り締まりを NY 市警察の管轄から外

す，(4)市民の声を市警察に届けるための機会を設ける。特に，(3)について，路上で営業を

しているベンダーを取り締まる権限を他の団体へ移譲し，警察は犯罪行為の取り締まりに

注力する。 

 

◎ビジネス関連情報 

各州等のビジネス関連情報は以下をご覧ください。 

 https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/covid19-sb.html 

 

【感染者数等に関する情報】 

   ６月７日現在，当館管轄内における新型コロナウイルスの感染者数及び死者数は以下の

とおりです。（カッコ内は前日の数） 

 

○ニューヨーク州：感染者数      ３７８，０９７名（３７７，３１６名），死者数 

２４，２５９名（２４，２１２名） 

・感染者数内訳（主なエリア）  

   ニューヨーク市：感染者数     ２０６，９６９名（２０６，５１１名），死者数 

１５，３９９名（１５，３８３名） 

    NY市の内訳 

      クイーンズ区：         ６２，９６３名（ ６２，８５０名） 

      ブルックリン区：        ５７，１３１名（ ５６，９６６名） 

      ブロンクス区：         ４５，９８０名（ ４５，８８２名） 

      マンハッタン区：        ２７，１７８名（ ２７，１２２名） 

      スタテン島区：         １３，７１７名（ １３，６９１名） 

    ナッソー郡：           ４０，９０４名（ ４０，８５３名），死者数  ２，

６４２名（ ２，６３５名） 

    サフォーク郡：          ４０，３２９名（ ４０，２７８名），死者数  １，

https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/covid19-sb.html


９７８名（ １，９７０名） 

    ウエストチェスター郡：      ３３，９５４名（ ３３，９２４名），死者数  １，

５２３名（ １，５２３名） 

    ロックランド郡：         １３，３２５名（ １３，３１５名），死者数    

４６５名（   ４６５名） 

○ニュージャージー州：感染者数    １６４，１６４名（１６３，８９３名），死者数 

１２，１７６名（１２，１０６名） 

○ペンシルベニア州：感染者数      ７５，５９２名（ ７５，０８６名），死者数  

５，９４３名（ ５，９３１名） 

○デラウェア州：感染者数         ９，９４２名（  ９，８４５名），死者数    

３９８名（   ３９０名） 

○ウエストバージニア州：感染者数     ２，１３８名（  ２，１３１名），死者数     

８４名（    ８４名） 

○コネチカット州フェアフィールド郡：感染者数  １６，０２０名（１６，０２０名），

死者数  １，３０９名（１，３０９名） 

○プエルトリコ：感染者数         ４，９８５名（  ４，９１５名），死者数     

１４２名（   １４２名） 

○バージン諸島：感染者数            ７１名（     ７１名），死者数       

６名（     ６名） 

 

【領事窓口業務の一時的変更及び予約制の導入のお知らせ】 

◎当館は以下のとおり領事窓口時間を延長するとともに，予約制を導入しています。ご来館

予定の方におかれては，事前の予約をお願い申し上げます。また，当館にご来館される際に

はマスクの着用をお願いします。 

１ 領事窓口の業務日 

      月曜日，火曜日，水曜日，金曜日（除，休館日） 

２ 受付時間 

      ０９：３０～１３：００ 

      （ビザ（査証）申請受付：１２：００～１３：００） 

３ 予約方法・電話番号 

    以下の予約専用電話番号にお電話の上，予約をお願いします。なお，電子メール等によ

る予約は受付けておりません。 

    予約専用電話番号： （２１２）３７１-８２２２ 内線４８６  （代表電話につな

がり次第内線４８６を押してください。） 

    予約受付時間： 月曜日～金曜日の０９：３０～１６：００（除，休館日） 

       注：４週間分の予約を受け付けております。 



    現在，予約受付については午前中にお電話が集中し，午後は比較的少ない傾向にあり

ます。また，予約電話で対応中は，お電話をいただいても呼び出し音が鳴り続ける状態とな

るため，このような場合には時間を改めておかけ直しいただきますようお願いいたします。

詳細は以下リンク先をご参照ください。 

https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/l/01.html 

 

◎当館ホームページ上に新型コロナウイルス関連情報のページを作成しております。 

https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html 

    ご不明な点ありましたら当館までご連絡をいただきますようお願いします。（電話：

212-371-8222） 

 

【医療関係情報】 

◎CDCはホームページ上で新型コロナウイルスの典型的症状として「熱，咳，息切れ」を挙

げています。これらの症状があり，感染が疑われる場合は医療機関に電話で相談をした上で，

医療機関の指示に従って受診してください（特定の医療機関がない場合には地元保健当局

等（NY市の場合は 311）に電話してください）。 

CDCホームページ：https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html 

・新型コロナウイルスに関する予防措置については以下のサイトをご覧ください。

https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html 

・ニューヨーク市作成の新型コロナウイルスに関するファクトシート（発症した場合等の対

応が日本語で記載されています）。 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet-jp.pdf 

 

◎当地の病院やクリニックは，完全予約制を導入し，付き添い人数を制限（一人のみ）する

など予防措置をしながら外来を受け付けているところが多い模様です。また，一部の病院で

は電話診察，オンライン診療（有料）を導入しているところもあるようです。ただし，当地

の医療事情については，日々状況が変化しますので，皆様ご自身で病院やクリニックの HP

や直接電話するなどして，ご確認くださるようお願いします。 

 

****************************************************************** 

■ 本お知らせは，安全対策に関する情報を含むため，在留届への電子アドレス登録者，「緊

急メール／総領事館からのお知らせ」登録者，外務省海外旅行登録「たびレジ」登録者に配

信しています（本お知らせに関しては，配信停止を承れませんのでご了承願います。）。 

■ 本お知らせは，ご本人にとどまらず，家族内，組織内で共有いただくとともにお知り合

いの方にもお伝えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。 

■ 在留届，帰国・転出等の届出を励行願います。 

https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/l/01.html
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet-jp.pdf


緊急時の安否確認を当館から行うために必要です。 

以下のＵＲＬから所定の用紙をダウンロード後， (212)888-0889までご連絡ください。 

http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/b/02.html 

■ 在ニューヨーク日本国総領事館 

299 Park Avenue, 18th Floor, New York, NY 10171 

TEL:(212)-371-8222 

HP: http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/ 

facebook: https://www.facebook.com/JapanConsNY/ 

****************************************************************** 

http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/b/02.html
https://www.google.com/maps/search/299+Park+Avenue?entry=gmail&source=g
http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/
https://www.facebook.com/JapanConsNY/

